
消費税インボイス制度について 

 下記の要領にて消費税インボイス制度に関するセミナーを開催いたします。消費税インボイス制度は、これまで課税売

上が 1,000 万円以下であった免税事業者や、その事業者と取引を行う課税事業者にも、大きな影響を及ぼす制度となって

おります。是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

日 時  令和４年１０月２７日（木）１３時３０分～１５時 

     １５時～１５時３０分は、城東税務署(登録申請の留意事項につ

いて)及び大阪商工会議所東支部からのご案内があります。 

講 師  公認会計士・税理士   井村 奨 氏 

会 場  城東区民センター ２階 大ホール 

   （大阪市城東区中央 3-5-45）※公共交通機関でお越しください。 

定 員  先着３５０名（定員になり次第締め切ります） 

受講料  会員・非会員とも 無料 

内 容  ●消費税インボイス制度について 

       １．消費税インボイス制度前後の消費税全体像    ４．免税事業者に求められるこれからの対応フローチャート 

       ２．インボイス制度のケース・スタディー          ・免税事業者と課税事業者の有利選択 

         ・複数書類でインボイス記載事項を満たす場合      ・原則課税と簡易課税の有利選択 

         ・返品等がある場合（適格返還請求書）       ５．インボイス発行事業者に登録していない事業者からの仕入れについて 

         ・口座振替と毎月定額振込の場合            ・経過措置について 

         ・立替払いがある場合                 ・取引価格の交渉と下請法 

         ・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合  ６．その他 

         ・その他 Q&A                     ・売手側・買手側の準備他 

       ３．適格請求書発行事業者の登録の手続き         

         ・課税事業者の登録と免税事業者の登録 

 

                                  FAX０６－６９３９－２２８０ 

申込方法  下記に必要事項を記入し切り取らずそのまま FAXして下さい。  １０月７日（金）締め切り  

公益社団法人城東納税協会 行         受講申込書      申込日  令和４年   月   日 

貴  社  名 

 TEL  

FAX  

住    所 
 

フ リ ガ ナ 

受 講 者 名  

 

                                          複数名のお申込みも OK です 

 

講師プロフィール 

公認会計士・税理士 

井村 奨 氏 

２０１３ 公認会計士登録 

２０１７ 税理士登録 

２０２０ ファイナンシャル・プランニング技能検定１級合格  

２０２２ 同検定委員 

 

現 在 井村公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所所属  

 

著 書 支出をめぐる会社税務 Q&A 

    税務・労務ハンドブック 

    新設法人のための会社経営事務ガイド 

    ＮＫレター 他 

 

 

 

公益社団法人城東納税協会 税法セミナーのご案内 

   お問い合わせは城東納税協会まで 

   ℡06-6931-1444 Fax06-6939-2280 

 

城東税務署・城東納税協会 共催 

※ご記入いただいた個人情報は、当協会の研修会・セミナーに関する連絡、確認、各種サービスに関するお知らせ、新型コロナウイルス感

染拡大防止にのみ使用させていただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止にのみ使用させていただきます。 
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